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要 旨 

概 要 

沼津市市民憲章活動支援助成金の対象事業を募集します 

お問い合わせ先 

 沼津市市民憲章推進協議会では、自治会、ＮＰＯ及びボランティア団体等の市民活動団

体が取り組む市民憲章の趣旨に沿った公益的な活動を支援するため、これらの活動に係る

経費の一部を助成する「沼津市市民憲章活動支援助成金事業」の対象事業を募集します。 

１ 募集期間  令和７年６月９日（月）～７月９日（水） 

 

２ 応 募 先  沼津市市民憲章推進協議会事務局（沼津市役所政策推進部地域自治課） 

 

３ 助 成 額  予算総額が５万円以上の活動に対し上限 10万円まで助成 

※詳しい応募方法等については、沼津市ＨＰをご覧ください。 

申請様式は、沼津市役所地域自治課（市役所 2階）窓口で配布している

ほか、沼津市ＨＰからダウンロードできます。 

https://www.city.numazu.shizuoka.jp/shisei/profile/whats/shiminkensyo_kyogikai.htm 

 

４ そ の 他  環境美化活動をはじめ、健康増進活動、就労促進活動などの幅広い分野の

公益的活動の助成制度であり、予算総額５万円以上の活動に対し上限 10万

円まで助成します。 

予算総額は 30万円であり、応募企画については審査を行い、助成対象を決 

定します。 

 

沼津市市民憲章推進協議会事務局（沼津市役所政策推進部地域自治課） 

直通： ０５５－９３４－４８０７ 

 

https://www.city.numazu.shizuoka.jp/shisei/profile/whats/shiminkensyo_kyogikai.htm


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

詳しい応募方法等については、沼津市ＨＰをご

覧ください。申請様式は沼津市役所地域自治課

（市役所２階）窓口で配布しているほか、沼津市

ＨＰにてダウンロードできます。 

沼津市市民憲章推進協議会では、市民憲章の更

なる普及を図るため、自治会、ＮＰＯ及びボラン

ティア団体等の市民活動団体が取り組む、市民憲

章の趣旨に沿った公益的な活動を支援しており、

対象となる事業を募集しています。 

 

 

・登山道のゴミ拾い、草刈り活動 

・高齢者を対象とした○○教室 

・子どもたちが自然体験できる環境の整備 

・子育てサークル等による子育て支援活動 

・小学生及び中学生を対象とした職業体験 

・障がいを持つ人との交流事業       など 

 

事 業 例 

(1) 応募資格 

  次の全ての要件を満たす団体が応募できます。 

（法人格の有無は問いません。） 

① 沼津市内に活動拠点の事務所があり、かつ、市

内で活動していること。 

② 5 人以上の構成員で構成され、かつ、構成員の

５人以上が市内に在住、在勤又は在学する者で

あること。 

③ 公益の増進に寄与することを目的として非営利

事業に取り組む団体であること。 

④ 宗教活動や政治活動を目的としていないこと。 

⑤ 沼津市暴力団排除条例第２条第２号に規定する

暴力団でないこと。 

 

(2) 募集期間  

令和７年６月９日(月)～令和７年 7 月９日(水) 

 

           

 

(3) 対象事業 

団体自らが、企画及び実施する市民憲章の趣旨に

沿った公益的な事業。（下記「事業例」参照） 

なお、同事業に対し国又は他の地方公共団体等か

ら補助金等の交付を受けている場合は、同事業への

応募はできません。 

 

(4) 事業実施期間 

令和７年 8 月 1 日(金)～令和８年２月 2８日(土) 

 

(5) 助成金交付額 

事業費総額が 5 万円以上となる事業に対し、10

万円を限度として、助成対象として認められる経費

の10分の10を交付します。（千円未満切り捨て） 

   

 
沼津市市民憲章推進協議会 

（事務局：沼津市政策推進部地域自治課） 

TEL：055-934-4807 

FAX：055-931-2606 

お問い合せ先 

 
 

私たち沼津市民は、 

１．緑と水と空、このかけがえのない自然を守り

育て、清潔な環境をつくります。 

１．すすんで心身をきたえ、健康と文化の向上に

つとめます。 

１．仕事に生きがいを見いだし、意欲をもって働

きます。 

１．人権を尊重し、時間と規則を守ります。 

１．善意と思いやりをもって、温かい家庭と社会

を育てます。 

沼津市民憲章  

 

沼津市市民憲章 

 

検索 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二地区連合自治会 

・総 事 業 費：２３５,０００円 

・事 業 期 間：令和６年８月 

・助成金交付額：100,000 円 

 

＜事業内容＞ 

・コロナ禍を契機として地域住民が集まる校区祭が

廃止されたため、老若男女問わず参加できるイベ

ントとして、第二小学校の体育館を活用し、盆踊

り大会を実施した。当日は来場した子どもたちに

お菓子を配布したほか、ビンゴ大会を開催し、来

場者が年齢にかかわりなく楽しめる機会を設け

た。 

 

＜該当する市民憲章文＞ 

善意と思いやりをもって、温かい家庭と社会を育

てます。 

事業名：第二小学校区 令和６年度「夏祭り盆踊り大会」 

事業名：こどもローカルマガジン・コロマガプロジェクト 

沼津内浦西浦版「うらっち」制作運営事業 

コロマガプロジェクト沼津内浦西浦制作運営協議会 

・総事業費：5９７,00８円 

・事業期間：令和６年８月～令和７年２月  

・助成金交付額：100,000 円 

 

＜事業内容＞ 

・沼津市内内浦・西浦に住む子どもたちが同地区

の地域の情報誌を制作することを通じて、地域

のシビックプライドを育み、地域の活性化、地

域産業の継続と発展、自然資源と環境の保全を

実現することを目指す事業である。そのため

に、地区の子どもたちが、地区の大人をはじ

め、プロのカメラマンらを交え、自分の住む地

区を取材し、情報誌を発刊した。 

 

＜該当する市民憲章文＞ 

善意と思いやりをもって、温かい家庭と社会を育

てます。 

令和６年度採択事業(一部)の紹介 

製作した冊子、西浦地区センターでの周知活動 

 

大会当日の様子 

 


